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平成２４年３月８日判決言渡 同日判決原本交付 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 第二次納税義務納付告知処分等取消請求事件 

口頭弁論終結日 平成２３年１２月２１日 

 

判     決 

原      告     Ｘ 

被      告     国 

処 分 行 政 庁    名古屋国税局長 

 

主     文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求の趣旨 

１ 処分行政庁が、原告に対し、平成２０年５月７日付けでした第二次納税義務

の納付告知処分（ただし、平成２１年７月６日付け裁決及び平成２２年６月４

日付け第二次納税義務消滅通知決議書により一部取り消された後のもの）を取

り消す。 

２ 処分行政庁が、原告に対し、平成２０年６月２３日付けでした別紙１不動産

目録記載の不動産の差押処分（ただし、平成２１年１１月１２日付け差押税額

の一部取消通知決議書により一部取り消された後のもの）を取り消す。 

第２ 事案の概要 

１ 本件は、原告が、処分行政庁により、法人税等を滞納していた有限会社Ａ（以

下「滞納会社」という。）から原告に無償で財産が譲渡されたとして、滞納会

社の滞納国税について、国税徴収法３９条に基づき第二次納税義務の納付告知
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処分（ただし、後に一部取り消されて減額されている。）を受け、さらにその

徴収のために同法４７条に基づき原告所有の別紙１不動産目録記載の土地（以

下、「本件土地」という。）及び建物（以下、「本件建物」といい、本件土地

と併せて「本件不動産」という。）の差押処分を受けたことから、それらの取

消しを求める事案である。 

２ 国税徴収法の定め 

（１）３９条 

滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足す

ると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税

の法定納期限の１年前の日以後に、滞納者がその財産につき行った政令で定

める無償又は著しく低い額の対価による譲渡（担保の目的でする譲渡を除

く。）、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められ

るときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免かれた者は、こ

れらの処分により受けた利益が現に存する限度（これらの者がその処分の時

にその滞納者の親族その他の特殊関係者であるときは、これらの処分により

受けた利益の限度）において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。 

（２）４７条 

ア １項 

次の各号の－に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその

財産を差し押えなければならない。 

１号 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日か

ら起算して１０日を経過した日までに完納しないとき。 

２号（省略） 

イ ３項 

第二次納税義務者又は保証人について１項の規定を適用する場合には、

同項中「督促状」とあるのは、「納付催告書」とする。 
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３ 前提事実（証拠等の摘示がない事実は、当事者間に争いがない。以下、書証

番号は、特記しない限り枝番を含む。） 

（１）滞納会社は、Ｂ（以下「Ｂ」という。）を代表取締役として、平成１１年

８月１１日に設立された法人である（乙１）。 

（２）原告（旧姓Ｃ）は、Ｂが代表取締役として平成６年８月１１日に不動産仲

介業等を目的として設立した有限会社Ｄ（以下「Ｄ」という。）において、

その設立当初から事務員として働いていた。 

なお、原告は、現在、Ｂと婚姻している（以上につき、甲７、９、２５、

２６、証人Ｂ、原告本人）。 

（３）原告は、平成１４年６月３日、本件土地を代金１５３０万円で購人する売

買契約を締結し、同月１１日、Ｅ銀行田代本通支店に開設された滞納会社名

義の普通預金口座（口座番号      。以下「滞納会社口座」という。）

から出金された１０００万円（以下「本件金員」という。）を基に振り出さ

れた同支店を支払人とする券面額１０００万円の自己宛小切手（以下「本件

小切手」という。）により、上記土地代金のうちの１０００万円を売主に支

払った。 

（４）滞納会社は、平成１５年３月２４日、千種税務署長に対し、平成１４年１

月１日から同年１２月３１日までの事業年度分の法人税の確定申告書を提出

し、その後国税犯則取締法に基づく犯則調査を受けて、平成１８年９月１９

日、同税務署長に対し、同事業年度分の納付すべき法人税額を４３８０万円

８４００円とする修正申告書を提出した。これを受けて、同税務署長は、同

年１２月２２日、滞納会社に対し、当該修正申告に係る重加算税１７５２万

円及び平成１４年１月分の報酬に係る源泉所得税の不納付加算税５０００円

の賦課決定をした。 

（５）Ｂが取締役を務める有限会社Ｆ（以下「Ｆ」という。）は、平成１９年１

月１６日、上記（４）の法人税及び重加算税並びに源泉所得税の不納付加算
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税（以下、併せて「本件滞納国税」という。）のうち、法人税の本税及び延

滞税の猶予税額につき納税保証をした（乙３１）。 

（６）滞納会社は、平成２０年１月１５日、同月１１日株主総会の決議により解

散した旨の登記をし、同年３月２１日、同日清算結了した旨の登記をした（乙

１）。 

（７）処分行政庁は、平成２０年５月７日付け納付通知書（以下「本件納付通知

書」という。）により、原告に対し、本件滞納国税につき、原告が納付すべ

き限度額を１６３０万円、納付の期限を平成２０年６月９日とする第二次納

税義務の告知処分（以下「本件告知処分」という。）をした。 

（８）処分行政庁は、平成２０年６月１０日、本件告知処分に係る納付催告書（以

下「本件催告書」という。）を原告に発し、これを受けた原告が、同日から

起算して１０日を経過した日までに本件告知処分に係る納付額を完納しなか

ったため、同月２３日、原告に対し、原告が所有する本件不動産の差押処分

（以下「本件差押処分」という。）をした。 

なお、本件差押処分に係る滞納税額には、本件告知処分の対象ではない滞

納会社に対する平成１８年度源泉所得税の本税３万１５４５円が含まれてい

たため、処分行政庁は、平成２１年１１月１２日付けの差押税額の一部取消

通知決議書をもって、同滞納税額のうち、同源泉所得税税額に係る部分の差

押えを取り消した（以下、当該取消し後の本件差押処分を「取消し後の本件

差押処分」という。）。 

（９）原告は、平成２０年７月４日、本件告知処分に対する異議申立てを行い、

同月１０日、本件差押処分に対する異議申立てを行ったが、処分行政庁は、

同年１０月２日、本件告知処分に対する異議申立てを棄却し、同月６日、本

件差押処分に対する異議申立てを棄却した。 

（１０）原告は、上記（９）の各異議棄却決定を不服として、平成２０年１０月

２８日、国税不服審判所長に審査請求を行ったところ、同審判所長は、平成
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２１年７月６日、本件告知処分のうち、納付すべき限度額について１３１６

万５３４３円を超える部分を取り消し、本件差押処分に係る審査請求を棄却

する裁決をした。 

（１１）原告は、平成２１年１０月９日、本件訴えを提起した（顕著な事実）。 

（１２）処分行政庁は、平成２２年６月４日付けの第二次納税義務消滅通知決議

書をもって、上記（１０）の裁決により取り消された後の本件告知処分のう

ち、納付すべき限度額について８１９万４３８６円を超える部分を取り消し、

同日付けで、原告に対し、その旨通知した（以下、当該取消し後の本件告知

処分を「取消し後の本件告知処分」といい、取消し後の本件差押処分と併せ

て「本件各処分」という。）。 

４ 争点及び当事者の主張 

本件の争点は、本件各処分の適法性であり、具体的には、原告に取消し後の

本件告知処分に係る第二次納税義務が認められるか否かであり、これに関する

当事者の主張は、次のとおりである。 

（被告の主張） 

（１）滞納会社から原告への無償譲渡 

ア 本件金員は、滞納会社の代表取締役であるＢが、原告との愛人契約や、

脱税への協力の謝礼等という趣旨で、滞納会社の資金をもって原告に対し

て贈与をしたものである。 

イ 原告は、Ｄに対する未払給与債権（以下、単に「未払給与債権」という。）

並びに貸金及び立替金債権（以下、当該貸金及び立替金債権を併せて「貸

金等債権」という。）を有していたとして、本件金員は、滞納会社からＤ

に貸し付けられた上で、原告のＤに対する当該各債権の弁済に充てられた

ものである旨主張するが、原告の主張内容や、各債権の存在を直接証する

客観的な資料がない状況等に照らすと、当該各債権の存在自体疑わしく、

また、滞納会社及びＤの各貸借対照表において、両者間の貸借関係を表す
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貸付金又は借入金の計上が一切されていないことなどからしても、原告の

主張は不合理であり、失当である。 

ウ したがって、本件金員の授受は、滞納会社から原告への無償譲渡（国税

徴収法３９条）に当たる。 

（２）本件滞納国税の法定納期限 

本件滞納国税のうち、法人税の本税及び延滞税並びに重加算税の法定納期

限はいずれも平成１５年２月２８日であり、源泉所得税の不納付加算税の法

定納期限は平成１４年２月１２日であるところ、同年６月３日に行われた原

告への本件金員の無償譲渡が、本件滞納国税の法定納期限の１年前の日以後

に行われたものであることは明らかである。 

（３）本件滞納国税に係る徴収不足 

滞納会社は、平成２０年１月１１日に解散し、同年３月２１日に清算結了

しており、本件告知処分時には既に無財産であるから、本件滞納国税につい

て、徴収不足が生じていることは明らかである。そして、この徴収不足は、

本件金員の無償譲渡に起因するものである。 

なお、本件滞納国税のうち法人税の本税及び延滞税については、Ｆによる

納税保証がされているが、法人税の重加算税及び源泉所得税の不納付加算税

は当該納税保証の対象になっていない。 

（４）原告の第二次納税義務の限度額 

原告は、滞納会社の「親族その他の特殊関係者」に当たらないから、本件

金員の無償譲渡により受けた利益が現に存する限度において、第二次納税義

務を負うところ、その限度額は、別紙２及び３のとおり、８１９万４３８６

円となる。なお、その算定に当たり、本件告知処分時における本件土地の現

況による社会通念上通常の取引価額は、公示価格に基づき算出するのが相当

である。 

（５）本件差押処分の適法性 
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処分行政庁は、原告が本件催告書を発した日から起算して１０日を経過し

た平成２０年６月２０日までに第二次納税義務を完納しなかったため、本件

差押処分を行ったものであり、その適法性は明らかである。 

（原告の主張） 

（１）滞納会社から原告への無償譲渡 

ア 本件金員を基に取り組んだ本件小切手は、滞納会社がＤに対する貸付け

として交付し、これをＤが、原告のＤに対する未払給与債権及び貸金等債

権の弁済のために原告に交付したもので、原告が滞納会社から無償譲渡を

受けたものではない。 

イ すなわち、原告は、平成６年８月のＤ設立と同時に、月額１９万円の給

与をもらう約束でＤの事務員として雇用されたところ、当初からＤの売上

が芳しくなく、毎月の給与の全部若しくは一部の支払を受けることができ

なかった。また、原告は、当時自宅から通勤していたことから、賃借して

いたマンションの家賃等必要最小限度の支払を受けることができれば、両

親の援助の下、衣食住とも何ら不自由なく生活することができ、そのこと

が給与の未払が長期にわたって継続する温床となり、平成１４年６月の精

算時には、合計９２０万０６１７円の未払給与債権を有していた。 

また、原告は、Ｄの資金繰り又は利便性のために、個人的な預貯金のほ

とんど全てに加えて、原告の母Ｇ（以下「Ｇ」という。）からも借り受け

るなどして、Ｄに貸し付けたり、Ｄの支払を立て替えて支払ったりするな

どしていた。なお、原告名義のＨ銀行（現Ｉ銀行）大池町支店（後「鶴舞

支店）総合口座（口座番号      。以下「原告Ｈ口座」という。）

においては、平成８年１０月１４日以降、Ｂの指示に基づきＤの金負が入

出金されるようになり、さらに、平成１２年１２月２５日以降は、滞納会

社の金員も入出金されるようになって、これらの金員が原告個人の預金と

混在する状態で、Ｄ関係の貸付けや立替支払が行われていた。その結果、
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原告は、Ｄに対し、平成１４年６月の精算時には、①原告名義のＪ銀行鳴

尾支店総合口座（口座番号      。以下「原告Ｊ口座」という。）

の普通預金から出金した合計４５５万１４５２円、②原告Ｊ口座の定期預

金から出金した８０万円、③Ｄ名義のＫ銀行尾頭橋支店普通預金口座（口

座番号      。以下「ＤＫ口座」という。）に入金して貸し付けた

合計３２９万円、④原告Ｈ口座の平成８年１０月１２日現在の残高４９万

０９５８円、⑤Ｇから借り受けて貸し付けた５０万円の合計９６３万２４

１０円の貸金等債権を有していた。 

上記の未払給与債権及び貸金等債権については、それぞれ債権の存在を

示すメモ書きと、それを基に原告が作成した手書きの計算書が存在してい

たことから、原告が当該各債権を有しており、その金額が上記のとおりで

あることは、原告及びＢの共通の認識であった。原告は、Ｂに対し、上記

手書きの計算書を見せ、Ｄに対する未払給与債権及び貸金等債権があるこ

とを説明し、Ｂは、Ｄから合計１６３０万円を支払うことを承諾して、滞

納会社及びＤの代表者であったＢの指示により、滞納会社からＤに対する

貸金として本件小切手が振り出された。そして、上記メモ書きや計算書は、

いずれも平成１４年に精算が終わった時点で廃棄された。 

なお、甲第２７号証の計算書は、源泉徴収簿、原告名義の通帳、Ｇ名義

の通帳、Ｄ名義の通帳等の資料を基に、原告が記憶を喚起して作成したも

ので、個別の金額においてもほぼ正確なものである。 

（２）本件滞納国税の法定納期限 

本件納付通知書には、本件滞納国税について、平成１８年度の源泉所得税

の納期限を平成１９年１月２２日、平成１８年度の法人税の本税の納期限を

平成１８年９月１９日、同年度の法人税の重加算税の納期限を平成１９年１

月２２日とする表示がされているところ、原告が本件金員の交付を受けたの

は、平成１４年６月３日であって、法定納期限より４年以上前のことである
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から、本件金員の交付について第二次納税義務が成立する余地はない。 

（３）本件滞納国税に係る徴収不足 

被告は、納税保証をしているＦに換価して徴収することが可能な物件があ

るにもかかわらず、怠慢により執行手続をせずに、それにより滞納会社の滞

納額が過大に確定され、本来の納税義務者の徴収不足額が大きくなり、原告

に第二次納税義務が課されることになった。 

したがって、換価可能な物件が存する状況においては、「滞納者の国税に

つき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場

合」に該当しない。 

（４）原告の第二次納税義務の限度額 

仮に、原告が第二次納税義務を負うとしても、原告が「受けた利益が現に

存する限度」は、財産評価基本通達に定める路線価方式によって評価される

べきであり、それによると、その額は７０８万４８０２円となる。 

したがって、被告が用いる公示価格を基礎として社会通念上の取引価額を

計算するような方式は失当であり、それに基づく本件告知処分は違法である。 

（５）本件差押処分の適法性 

本件差押処分は、原告が滞納会社の第二次納税義務者であることを前提と

してされたものであるが、原告には、上記のとおり、第二次納税義務はない

から、本件差押処分を受ける理由はなく、本件差押処分は違法である。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 認定事実 

前記前提事実並びに証拠（甲３、６ないし１６、１８ないし２１、２５ない

し２７、乙２、１０、１１、１３ないし１６、２０ないし２５、２８ないし３

０、証人Ｂ、原告本人）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 

（１）原告は、平成２年４月、当時Ｂが代表取締役をしていたＬ株式会社（以下

「Ｌ」という。）に入社し、平成３年頃から、当時妻子を有していたＢと男
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女関係となり、平成６年６月に同社を退社した後も、Ｂとの交際を続け、Ｂ

が同年８月にＤを設立する際には、原告Ｊ口座から３００万円を出金してＤ

の設立資金として提供するなどしてその設立に協力した（なお、当該３００

万円は、平成７年２月に、Ｄの売上額から原告に返済されている。）。原告

は、Ｄ設立後は、Ｂとの愛人関係を継続しながら、Ｄの事務員として経理等

の仕事を担当するようになり、さらに、滞納会社設立後は、必要に応じて滞

納会社の経理等の事務も行っていた。 

（２）Ｄは、平成１２年頃から平成１３年頃にかけて、大口の取引を仲介して多

額の仲介手数料を取得したが、原告は、Ｂの指示を受けて、Ｄの平成１３年

７月期及び平成１４年７月期の各法人税について、架空の経費を計上するな

どして脱税工作を行った。 

（３）滞納会社は、平成１３年８月２０日、滞納会社が取得した名古屋市千種区

所在の土地をＭ株式会社に代金３億２３９９万円で転売し（以下、当該売買

を「Ｎ土地売買」という。）、その代金のうち手付金２０００万円を除く３

億０３９９万円は、同月２２日及び平成１４年１月３０日の２回に分けて滞

納会社口座に入金された（以下、当該入金分を「Ｎ土地入金分」という。）。

滞納会社は、Ｎ土地売買により、当該土地の取得代金や関連費用等を精算し

た結果、約８０００万円の所得を得たが、Ｂは、原告と相談してその協力の

下、Ｎ土地入金分のうち５０００万円を実体のない会社名義の預金口座に預

け替え、架空経費を計上するなどした上、滞納会社の平成１４年１２月期の

法人税について、その所得を隠匿操作した確定申告書を提出した。 

（４）原告は、平成１４年になって、両親と同居する自宅を新築する資金につい

てＢに相談したところ、Ｂがその土地取得代金を負担することを了解したこ

とから、同年６月３日に本件土地の売買契約を締結した上、同年７月８日、

本件建物の新築請負契約を締結し、その土地代金１５３０万円については、

滞納会社口座から出金した本件金員のほか、同様に滞納会社口座から出金さ
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れた５００万円を原告Ｈ口座に入金後に原告Ｈ口座から出金した５３０万円

を基に小切手を用いるなどして支払い、他方、本件建物の建築代金１４００

万円については、滞納会社口座から出金された１００万円及び原告の手持現

金４０万円以外は、銀行からの借入金によって支払った。 

（５）滞納会社は、前記前提事実（４）の犯則調査の結果に基づき、Ｎ土地売買

により得た所得を隠匿し法人税を免れたとして、平成１８年に法人税法違反

の嫌疑で名古屋地方検察庁（以下「名古屋地検」という。）に告発された（以

下、当該告発に係る刑事事件を「別件刑事事件」という。）。 

（６）原告は、別件刑事事件において、名古屋地検検察官に対し、本件に関連す

る内容として、要旨、次のような供述をしている。 

ア Ｄにおける原告の給与については、当初、Ｌ時代と同様に手取りで２０

万円ないし２１万円位とすることをＢと約束していたところ、平成７年２

月にＤが５０００万円の仲介手数料を取得した頃から、１６万円ないし１

８万円位が支給されるようになった。その後、Ｄにおける出費がかさむ状

況であったことから、平成９年頃、Ｂに対し、Ｄの給与はいらいないと申

し出た。ただし、当時原告名義で借りていたマンションの家賃、光熱費、

洋服代や交際費、自動車のローン代金等をＤのお金で支払ったり、持ち出

したりしていたので、毎月１０万円位は給与をもらっていたことになると

思っていた。当時、原告は、両親と一緒に住んでおり、食費は特に必要な

く、Ｂと一緒にいるときはＢが食事代等を出してくれたので、原告が食費

を出すということはほとんどなく、給与の一部しかもらっていなくても生

活には困らなかった。同年の後半頃からだったと思うが、原告の預金を取

り崩して、１００万円とか５０万円といったある程度まとまったお金をＤ

に入れた。そのような場合、原告は、Ｂに、「お金入れとくよ。」などと

言い、これに対しＢは、「悪いな。お金ができたときには持って行けよ。」

と言っていたが、結局、原告は、返してもらっておらず、このようなこと
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の繰り返しで、原告は、Ｌ時代に貯めていたお金を全部Ｄに入れてしまい、

当初給与としてもらっていたお金のうち、原告が使わずに残していたお金

もＤに入れてしまった。その分は、原告がＤに貸付けをしたことになるが、

Ｄの帳簿上は、何もつけないか、あるいは、架空の売上げを立てたり、Ｂ

からの借入れといった虚偽の記載をしたりした。 

イ 平成１４年春頃、Ｂに、原告の自宅土地建物の購入を相談したところ、

Ｂが「全部出してやる。」と言ってくれたので、原告がそれまでＤに出し

たお金やそれまで給料をもらっていなかった分を原告なりに計算して、１

５００万円から１６００万円はもらっていいと判断し、１５３０万円の土

地代金及び１４００万円の建物工事代金のうち１００万円を滞納会社から

出してもらった。滞納会社口座から資金が出たと分かるのは、土地代金の

うちの１０００万円及び建物工事代金のうちの１００万円である。土地代

金の残りの５３０万円は、平成１４年６月３日及び同月１１日に原告Ｈ口

座から引き出して支払ったが、原告Ｈ口座には、同年５月２３日及び同月

３０日に併せて５００万円が入金されており、その余の５３０万円も滞納

会社から出してもらっていると考えてよいと思う。 

（７）Ｂは、別件刑事事件において、名古屋地検検察官に対し、原告の上記（６）

の供述内容に基本的に沿う内容の供述をしている。 

（８）Ｄの所得税源泉徴収簿（以下、単に「源泉徴収簿」という。）には、原告

のＤからの給与の支給額が、平成７年２月から平成１２年３月までの間及び

平成１３年４月から同年７月までの間は月額１９万円、平成１２年４月から

平成１３年３月までの間及び同年８月から同年１２月までの間は月額２９万

５０００円、平成１４年１月から同年６月までの間は月額３２万円と記載さ

れ、原告の賞与等の支給額が、平成７年７月１４日に９５万円、平成１３年

７月に４２万円、同年１２月に３０万円、平成１４年７月に４２万円、同年

１２月に４８万円と記載されている。 
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（９）原告Ｈ口座では、次のような取引状況があった。 

ア 普通預金の平成６年５月６日の残高は１３万６２２９円、同年８月１１

日の残高は５万６５０３円であり、その間の残高は多いときで１４万円台

である。 

イ 普通預金において、平成６年５月から平成１４年６月までの間、ほぼ毎

月６万８０００円余の金員が自動送金又は振込により出金されている。ま

た、上記期間を通じて、毎月、電気、ガスといった公共料金が出金されて

いる上、随時、電話料金、クレジットカードや百貨店の利用決済分、保険

会社との取引等に係る入出金がされている。 

ウ 普通預金において、平成６年６月から平成１４年６月までの間、現金自

動預払機等による主な出入金の状況（なお、入金は、平成１０年８月２５

日分、平成１３年８月１３日分及び同月２２日分を除き、いずれも現金自

動預払機によるものである。）は、別紙４「原告Ｈ口座出入金等一覧表」

のとおりであり（ただし、前記イの毎月６万８０００円余の金員の自動送

金又は振込による出金を除く。）、いずれも、通帳の記載からは、それぞ

れの入金元や使途は明らかでない。 

エ 通帳上、定期預金に係る取引の記載は見当たらない。 

（１０）原告Ｊ口座における取引状況は、別紙５「原告Ｊ口座取引一覧表」のと

おりである（ただし、利息及び貸付金利息分を除く。）。当該取引において

は、現金自動預払機（ＭＩＣＳ扱い[イーネット提携外金融機関におけるキャ

ッシュカードによる出金のこと]を含む。）による多数の出入金があるが、い

ずれも、通帳の記載からは、それぞれの入金元や使途は明らかでない。 

また、原告Ｊ口座の定期預金の残高は、平成２年７月２６日が１０万円、

平成３年１２月２４日が３０万円、平成５年７月２７日が６１万４９５８円、

同年９月３０日が１０２万６９９８円（ただし、同日にされた４１万２０４

０円の預入れ及び９１万２０４０円の支払前は１５２万６９９８円）、平成
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６年７月１日が１０３万１２０６円、同年９月２０日が１０３万９３６６円、

平成７年２月６日、が１０６万９９６４円、平成８年１１月２９日が２０９

万０５９４円、同年１２月２日が２２９万０５９４円、平成９年６月１３日

が２２万７８７９円（ただし、同日にされた２０６万３１３５円の支払前は

２２９万１０１４円）であった。 

（１１）Ｇ名義のＪ銀行桜山支店総合口座（口座番号        。以下「Ｇ

口座」という。）では、平成１３年１１月３０日に２６万円、平成１４年４

月５日に４８万円の現金自動預払機による出金がある。 

（１２）ＤＫ口座は、平成６年８月２４日に新規に開設されたＤの取引口座であ

り、同年１２月１４日に３０万円、平成７年８月２８日に７５万円、同年１

２月２８自に１００万円、平成９年７月７日に１２４万円の入金があるが、

通帳の記載からはその入金元は明らかでない。 

（１３）Ｄ名義のＥ銀行田代本通支店普通預金口座（口座番号      。以

下「ＤＥ口座」という。）は、平成１１年６月２９日に開設されたＤの取引

口座であり、取引開始以来、随時カードによる多数の出金がされているほか、

継続して多数の取引が行われている。 

また、ＤＥ口座においては、通帳の記載からは入金元が明らかではない入

金が多数存在するが、Ｇ口座から上記（１１）の各出金がされた平成１３年

１１月３０日以降及び平成１４年４月５日以降それぞれ各１か月以内に入金

はない。 

なお、ＤＥ口座の同年４月ないし５月当時の残高は、３０００万円余ない

し２５００万円余である。 

（１４）滞納会社口座の平成１４年４月ないし５月当時の残高は１億円余ないし

９０００万円余である。 

（１５）滞納会社の平成１３年１２月３１日現在及び平成１４年１２月３１日現

在の貸借対照表には、Ｄに対する貸付金の計上はない。 
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（１６）Ｄの平成１３年７月３１日現在及び平成１４年７月３１日３現在の貸借

対照表には、滞納会社からの借入金の計上はなく、原告からの借入金の計上

もない。 

２ 滞納会社から原告への無償譲渡について 

（１）前記認定事実によれば、原告は、自宅土地建物の購入資金について、Ｄ及

び滞納会社の代表者であるＢに相談を持ちかけ、その了解を得て、Ｎ土地売

買により滞納会社口座に入金されたＮ土地入金分から本件金員を出金し、こ

れを本件土地の代金支払に充てたことが認められるから、他に特段の事情が

認められない限り、原告が本件土地の代金支払に充てた本件金員は、滞納会

社の財産を構成する預金のうちの一部であり、これを直接原告が滞納会社か

ら交付を受けて取得したものと認めるのが相当である。 

（２）この点、原告は、滞納会社がＤに対する貸付けとして本件金員を基に取り

組んだ本件小切手をＤへ交付し、これをＤが、原告のＤに対す未払給与債権

及び貸金等債権の弁済のために原告に交付した旨主張するので、以下、検討

する。 

ア 滞納会社のＤに対する本件金員に係る貸付けの有無について 

原告及びＢは、各自の陳述書や尋問において、本件金員につき、当時の

滞納会社口座残高とＤＫ口座残高を考慮した上で、ＤＫ口座残高を確保し

ておくために、滞納会社からＤに貸し付ける処理をした旨供述をする。 

しかしながら、前記１の認定事実によれば、本件金員が出金された平成

１４年６月３日を含む会計期間に係る同年１２月３１日現在の滞納会社の

貸借対照表には、Ｄに対する貸付金は計上されておらず、また、同年７月

３１日現在のＤの貸借対照表にも、滞納会社からの借入金は計上されてい

ないことが認められ、他方、本件全証拠によっても、本件金負の交付に当

たり、滞納会社とＤとの間で、貸借に係る書面が作成された事実は一切認

められないのであるから、滞納会社からＤに対し、本件金員に係る貸付け
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がされた旨の原告及びＢの上記供述内容は直ちに信用することができない

というべきである。その他、原告が主張する貸付けの事実を認めるに足り

る証拠は存しない。 

したがって、原告が主張する滞納会社からＤへの貸付の事実在認めるこ

とはできない。 

イ 未払給与債権及び貸金等債権の存否について 

（ア）原告及びＢの供述内容 

原告は、陳述書や本人尋問において、要旨次のとおり、本件小切手受領

当時、Ｄに対する未払給与債権及び貸金等債権を有していた旨供述し、Ｂ

も、陳述書や証人尋問において、基本的に同内容の供述をしている。 

ａ 原告は、Ｄ設立と同時に、月額１９万円の給与をもらう約束でＤの事

務員として雇用されたが、Ｄの設立当初の売上げが芳しくなく、平成７

年２月まで給与の支払を受けていなかった。しかし、原告は、両親と同

居生活を送り、預貯金の蓄えもあったので、生活をすることができた。 

ｂ 原告は、平成７年２月以降、Ｄから給与の一部が支給されるようにな

った。当時原告は、賃貸マンションを借りており、同月以降平成１７年

頃まで、多くは原告Ｈ口座から出金する方法でその家賃の支払をしても

らい、これを給与の一部として受領していた。 

ｃ Ｄは、平成７年２月以降、平成１２年頃まで借入金でしのぐ時期が続

き、その開、原告は、Ｄの資金繰りのために、個人的な預貯金のほとん

ど全てをＤに貸し付けたり、Ｄの支払を立替えて支払ったりし、さらに、

Ｇから原告が借り受けてＤの支払をしたこともあった。 

ｄ 原告は、平成１２年までの間は、給与支払日に原告の給料袋には金員

が入っていない状態で、Ｂからは、給与を受け取るように言われていた

が、Ｄの経営状態から全額受け取れないと思い、その時々のＤの資金繰

り状態に合わせ、受け取ってもいいと思える額をＢに伝え、結果として
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給与の一部を受け取っていた。そして、原告は、Ｄの仕事が順調になっ

た同年以降も、必要最低限のみの給与を受け取る状態が続き、Ｂに受領

する額を申し出て、金庫内の現金や銀行からの出金によって給与の一部

を受け取っていたので、原告及びＢは、給与の未払額については把握し

ていた。 

ｅ 未払給与債権及び貸金等債権の各金額は、甲第２７号証記載のとおり

であり、未払給与債権が９２０万０６１７円、貸金等債権が９６３万２

４１０円である。 

（イ）未払給与債権の存在 

ａ 前記認定の源泉徴収簿の記載によれば、原告は、平成７年２月から平

成１４年６月までの間、毎月１９万円ないし３２万円の給与を支給され

るとともに、平成７年、平成１２年及び平成１３年には賞与等も支給さ

れ、その合計支給額は２１４４万５０００円となり（なお、甲２７「①

本来受領すべき給与の手取り額」における原告の計算によれば、社会保

険料及び源泉所得税を控徐した額は、１８９６万６０６５円とされてい

る。）、かかる記載内容を前提とする限り、そもそも、当該期間におい

て、原告に対する給与の未払は存しないこととなる。 

ｂ これに対し、涼告は、当初からＤの売上げが芳しくなく、毎月の給与

の全部若しくは一部の支払を受けることができなかったところ、当時自

宅から通勤していたこともあって、賃借していたマンションの家賃等必

要最小限度の支払を受けることができれば、両親の援助の下、衣食住と

も何ら不自由なく生活することができたことから、給与の未払が長期に

わたって継続することとなり、平成１４年６月の精算時には、合計９２

０万０６１７円の未払給与債権を有していた旨主張し、原告及びＢは、

上記（ア）のとおり、当該債権が存在していた旨供述する。 

しかしながら、そもそも原告及びＢの上記各供述は、給与の未払が生じ
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る原因となった事情を抽象的に述べるにとどまり、各給与の未払に関する

個別の事情は何ら明らかにされていない上、Ｄの業績が順調になった平成

１２年以降も、給与の未払が続き、かつ、従前の未払分が未精算のままと

されていたとする点で、その供述内容自体不自然、不合理なものであると

いわなければならない。そして、原告Ｈ口座において給与支給分かどうか

が問題とされる主な出入金は、いずれも現金自動預払機によるものであっ

て、その通帳の記載からは、それぞれの入金元や使途は明らかでなく、そ

の他、関係証拠を総合しても上記各供述を裏付ける客観的資料は存しない。

これらの点に加えて、原告が、当初、給与の未払額は甲第１７号証による

計算額である６７６万０８２５円である旨主張していたところ、本人尋問

の実施前にその未払額に係る主張を変遷させていることや、時の経過によ

る記憶の劣化の点をも併せ考慮すると、原告が平成１４年６月当時Ｄに対

し未払給与債権を有していた旨の原告及びＢの供述は、およそ信用するこ

とができないものというべきである。 

ｃ もっとも、原告は、Ｄに対する未払給与債権及び貸金等債権について

は、それぞれ債権の存在を示すメモ書きとそれを基に原告が作成した手

書きの計算書が作成されていたのであり、当該各債権の存在とその金額

は、原告及びＢの共通の認識であった旨主張し、原告及びＢは、それぞ

れ各尋問において、Ｄの給与として原告に支払われた分や、Ｄ関係の貸

付け及び立替支払がされた分については、原告がその都度各金額を記載

したメモ書きを作成し、これを保管していたため、平成１４年６月に本

件金員を授受する際には、そのメモ書きを基に原告が手書きの計算書を

作成して、原告のＤに対する貸金・立替金分と併せて給与の未払分を精

算し、精算後に当該メモ書き及び計算書を廃棄した旨供述する。 

しかしながら、そもそも給与の未払分については、その支給単位である

毎月毎にその未払分を把握するのが端的で簡明であるはずなのに、原告及
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びＢの供述によれば、単に原告への既払分についてメモ書きを作成、保管

していたというのであって、その供述内容自体不自然、不合理なものであ

るといわなければならない。のみならず、本件全証拠によっても、原告及

びＢが、従前の別件刑事事件における名古屋地検検察官による取調べ、本

件告知処分及び本件差押処分に対する異議申立て、国税不服審判所に対す

る審査請求のいずれの際にも、そのようなメモ書きの存在について言及し

たことは認められず、本件訴訟においても、原告及びＢに対する尋問が実

施されるまでは、当該メモ書きの存在に係る主張や証拠は一切提出されて

いなかったところ、原告及びＢは、各尋問において、突如として、当該メ

モ書きの存在について供述するに至ったものであり、このような供述に至

る経過に鑑みても、上記メモ書きに係る原告及びＢの供述は、いずれも信

用性を有しないものというべきである。 

ｄ また、給与の受領分に係る原告の主張を見ても、原告が受領したとす

る給与額（甲２７「②受領済み給与の計算」）は、前記１（９）ウ認定

の原告Ｈ口座の現金自動預払機による入金分のうち自己が未払を主張す

る平成７年２月から平成８年１０月までのものを給与支給分として自認

し、これと原告が現金による受取りを自認する額（甲２７「②受領済み

給与の計算」現金受取額欄分）とを合計した額にすぎず、Ｄからの給与

支給分をこれらに限定することは、原告自身が、平成１２年までの間、

その時々のＤの資金繰り状態に合わせて給与の一部を受け取り、同年以

降も、必要最低限のみの給与を受け取っていた旨供述していることと整

合しないものといわざるを得ず、現に、前記認定のとおり、原告Ｈ口座

においては、平成８年１１月以降平成１４年６月までの間においても、

平成９年４月ないし６月、９月ないし１１月、平成１０年１月、平成１

１年６月及び７月を除き、毎月、現金自動預払機による入金がされてい

ることから、それらの中には、給与として支給されている分が混入して
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いる可能性があるというべきである。加えて、上記のとおり、原告は、

Ｄからの給与について現金受取分があることを自認しながら（なお、上

記（ア）の原告供述によれば、原告の給料袋が存したというのである。）、

本人尋問において、その受取りを認める根拠を明確に説明することがで

きなかったことからしても、現金受取額が原告の自認額に限られるとす

るいわれもない。 

なお、原告が、原告Ｈ口座の現金自動預払機による入金分のうち給与支

給分として自認する分を平成８年１０月までのものに限っているのは、同

月１４日以降は、原告Ｈ口座において、Ｄや滞納会社の金員も入出金され

原告個人の預金と混在する状態となった旨の自身の主張を前提とするか

らであると考えられるが、前記認定のとおり、Ｄは、Ｄ名義の口座として、

ＤＫ口座に加えて平成１１年６月２９日以降はＤＥ口座も開設して、実際

に、これらの口座において多数の取引を行っていたことが認められるとこ

ろであって、前記認定の原告Ｈ口産の敢引内容から、原告が主張するＤや

滞納会社の金員の入出金状況を判別することはおよそ困難であるから、原

告が主張する預金の混在状態は直ちには認め難いというべきであるし、仮

に、原告が主張するとおり、原告Ｈ口座においてＤや滞納会社の金員が原

告個人の預金と混在する状態となっていたとしても、現実に原告個人の給

与として入金され原告のために費消している限りにおいては、これを原告

に対する給与の支払とすることに何ら問題はないはずである。 

ｅ 以上検討の結果によれば、結局、原告が主張する未払給与債権は、単

に、自己の記億に基づき、原告Ｈ口座を始めとする関連する銀行預金口

座の入出金分等のうち、自己の主張に沿うものを事後的に当てはめて一

括計算して算定したものにすぎず、当該債権に係る原告及びＢの供述は

いずれも信用することができないというべきであるから、本件金員の授

受がされた平成１４年６月当時に原告がＤに対し未払給与債権を有して
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いたと認めることはできない。 

（ウ）貸金等債権の存在 

ａ 原告は、Ｄの資金繰り又は利便性のために、個人的な預貯金のほとん

ど全てに加えて、Ｇからも借り受けるなどして、Ｄに貸し付けたり、Ｄ

の支払を立て替えて支払ったりするなどした結果、Ｄに対し、平成１４

年６月の精算時において、合計９６３万２４１０円の貸金等債権を有し

ていた旨主張し、原告及びＢは、前記（ア）のとおり、当該債権が存在

していた旨供述する。 

しかしながら、そもそも原告及びＢの上記各供述は、貸付けや立替支払

をする原因となった事情を抽象的に述べるにすぎず、当該各供述によって

は、各個別の貸付けや立替支払に関する具体的事情は何ら明らかにされて

いない。そして、前記認定のとおり、Ｄの平成１４年７月３１日現在の貸

借対照表には、原告からの借入金は計上されていない上、当該貸付け及び

立替支払に係る原告Ｊ口座からの出金や、ＤＫ口座への入金は、いずれも

現金自動預払機によるもので、いずれも、各口産の通帳の記載からは、そ

れぞれの入金元や使途は明らかでなく、関係証拠を総合しても、各貸付け

や立替支払を裏付ける契約書証等を始めとする客観的資料が作成された

事実は認められないのであるから（なお、原告は、Ｄに対する貸金等債権

についても、債権の存在を示すメモ書きが存在していた旨主張し、原告及

びＢは、それぞれ各自の尋問においてこれに沿う内容の供述をするが、上

記（イ）ｃで述べた当該各供述がされた経過に鑑みると、やはり当該各供

述は信用性を有しないものというべきである。）、結局、原告及びＢの上

記各供述を裏付ける客観的資料は存しないというべきである。また、前記

認定のＤ入社前における原告Ｈ口座の普通預金残高は、多いときでも１４

万円台を推移していたにすぎず、原告Ｊ口座の普通預金残高は、平成６年

８月５日に当日の残高２６４万８８４０円を含む当座貸越により３００
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万円が出金された後は、平成７年２月６日に３０６万円が入金されるまで

貸越状態が続いていたのであって、これに平成６年７月１日以降平成８年

１１月２９日前は約１０３万円ないし１０７万円で推移していた原告Ｊ

口座の定期預金残高分を併せても、原告は、Ｄ入社前においては、せいぜ

い３００万円台の預金残高しか有していなかったと考えられるところ、原

告が供述するように、給与の未払があって、Ｄからは必要最低限度のみの

給与を受け取る状態が続いていたというのであれば、Ｄからの給与でもっ

て新たな預貯金等の財産を形成できたとはおよそ考え難く、さらに、Ｇか

ら借り受けたという５０万円に至っては、その借受けの日にちのみならず

Ｄへの貸付けの日にちすら特定されておらず、何らその裏付けとなる証拠

も提出されていないのであるから、結局、原告が当時有していたと考えら

れる預貯室等の財産では、原告が主張する貸金等債権の額には到底及ばず、

原告がいかなる原資でもって、当該債権に係る貸付けや立替支払を行った

のかおよそ不明であるといわなければならない（なお、証拠〔甲８」によ

れば、原告は、別件刑事事件において、Ｌを退社した時点で預貯金等が六

百数十万円あった旨供述していることが認められるが、かかる預貯金等の

存在を裏付ける証拠は提出されていない。）。さらに、原告及びＢの供述

を前提とすると、Ｄの業績が順調になった平成１２年以降も、貸金等債権

の精算が行われないままであったことになるが、前記認定のとおり、原告

が設立時に提供した設立資金３００万円については、ほどなくＤの売上額

から返済されていることに照らしても、貸金等債権の精算が未了のまま推

移したとはおよそ考え難い。現に、原告Ｈ口座及び原告Ｊ口座においては、

平成１４年６月までの間において、現金自動預払機による多数の入金があ

るのであるから、それらの中には、借入金の返済として入金されている分

が混入している可能性があるというべきである。これらの点に加えて、時

の経過による記憶の劣化の点をも併せ考躍すると、原告が平成１４年６月
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当時Ｄに対し貸金等債権を有していた旨の原告及びＢの供述は、到底信用

することができないというべきである。 

ｂ なお、原告は、原告Ｈ口座が平成８年１０月１４日以降、Ｄや滞納会

社の金員も入出金して原告個人の預金と混在する状態となったとして、

同月１２日時点の原告Ｈ口座の残高額４９万０９５８円をも貸金等債権

の内訳として主張するが、いかにＤや滞納会社の金員と原告個人の預金

と混在する状態となったとしても、現に貸付けないし立替支払がされな

い限り、債権として成立するものでないことは明らかであって、その点

の具体的主張立証を欠く原告の上記残高額に係る主張は、失当というほ

かない。 

また、原告は、原告Ｊ口座の定期預金から出金した８０万円も貸金等債

権の内訳として主張するが、当該主張も、同様に、貸付け又は立替支払の

日にちの特定すらしておらず、その具体的な主張立証を欠くものであるか

ら、その余の点を検討するまでもなく、当該主張に係る債権の成立を認め

ることはできない。 

ｃ 以上検討の結果によれば、結局、原告が主張する貸金等債権は、単に、

自己の記憶に基づき、原告Ｊ口座、原告Ｈ口座及びＤＫ口座の入出金分

等のうち、自己の主張に沿うものを事後的に当てはめて算定したものに

すぎず、当該債権に係る原告及びＢの供述はいずれも信用することがで

きないというべきであるから、平成１４年６月当時に原告がＤに対し貸

金等債権を有していたと認めることはできない。 

（３）以上のとおり、滞納会社のＤに対する本件金員に係る貸付けの事実や、原

告のＤに対する未払給与債権及び貸金等債権の存在を認めることはできない

のであるから、滞納会社がＤに対する貸付けとして本件金員を基に取り組ん

だ本件小切手をＤへ交付し、これをＤが原告のＤに対する未払給与債権及び

貸金等債権の弁済のために原告に交付した旨の原告の前記主張を採用するこ
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とはできない。 

そうすると、他に特段の事情が認められない本件においては、本件金員は、

滞納会社の財産を構成する預金の中から産接原告が交付を受けて取得したも

のと認めるのが相当である。 

そして、前記認定事実によれば、原告及びＢは、Ｎ土地入金分が滞納会社

の所得となる財産であることを認識していたからこそ、その隠匿操作を行っ

たのであり、滞納会社口座から出金された本件金員についても、これが滞納

会社の財産であることは十分に認識した上でその授受を行ったと認められ、

また、前記認定の事実関係に照らせば、本件金員は、原告から自宅土地建物

の購入資金に係る相談をされたＢが、原告の公私にわたる長年の貢献に報い

るために、その原因となる法律関係がないまま何らの対価を求めることなく、

自己が代表取締役を務める滞納会社の財産でもって、その資金提供をしたも

のと認められる。 

したがって、本件金員の授受は、滞納会社から原告への無償譲渡（国税徴

収法３９条）に当たる。 

３ 本件滞納国税の法定納期限について 

法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をい

い（国税通則法２条）、法人税のうち確定申告分については、事業年度の終了

の日の翌日から２か月以内とされており（法人税法７７条、７４条１項）、期

限後申告がされた場合であっても、その国税の本税及び附帯税の法定納期限は、

その国税の期限内申告書の提出により納付すべき本来の期限である（国税通則

法２条８号イ及びニ）。また、所得税のうち源泉徴収分についての本税及び附

帯税の法定納期限は、原則として徴収した日の属する月の翌月１０日とされて

いる（所得税法２０４条、国税通則法２条８号ニ）。なお、いずれの場合にも、

期間の計算及び期限の特例が適用される（同法１０条）。 

そうすると、本件滞納国税のうち、法人税の本税（延滞税を含む。）及び重
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加算税の法定納期限はいずれもその事業年度が終了した平成１４年１２月３１

日の翌日から２か月以内の日に当たる平成１５年２月２８日であり、平成１４

年１月分の源泉所得税の不納付加算税の法定納期限は、平成１４年２月１２日

となるところ、本件金員の無償譲渡がされたのは、同年６月３日であるから、

本件金員の無償譲渡は、本件滞納国税の法定納期限の１年前の日以後に行われ

たものである。 

なお、原告は、本件金員の交付を受けたのは、平成１４年６月３日であって、

本件納付通知書に記載された法定納期限より４年以上前のことであるから、本

件金員の交付について第二次納税義務が成立する余地はない旨主張するが、当

該主張は、本件納付通知書に記載された納期限と本件滞納国税の法定納期限と

を混同しており、失当というほかない。 

４ 本件滞納国税に係る徴収不足について 

前記前提事実によれば、滞納会社は、平成２０年１月１１日に解散し、同年

３月２１日に清算結了していることが認められ、本件滞納国税については、こ

れを滞納会社の責任財産から徴収することはできない状況にあるというべきで

ある。 

原告は、納税保証をしているＦに換価して徴収することが可能な物件があり、

そのような状況においては、「滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなお

その徴収すべき額に不足すると認められる場合」に該当しない旨主張するが、

前記前提事実によれば、Ｆは、本件滞納国税のうち法人税の本税及び延滞税に

ついて納税保証をしているものの、本件滞納国税のうち法人税の重加算税及び

源泉所得税の本納付加算税は納税保証の対象となっていないことが認められ、

本件滞納国税のうち法人税の重加算税及び源泉所得税の不納付加算税について

は、なお、滞納会社の責任財産から徴収する以外にないのであるから、結局、

Ｆが換価可能な物件を有しているか否かは問題とならず、本件滞納国税につい

ては、国税徴収法３９条の「滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不
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足する主認められる場合」と当たるといえる。 

そして、この徴収不足は、本件金員の無償譲渡に起因するものと認められる。 

５ 原告の第二次納税義務の限度額について 

（１）上記１ないし４で述べたところを総合すると、原告は、本件金員の無償譲

渡により「受けた利益が現に存する限度」（国税徴収法３９条）において、

本件滞納国税の第二次納税義務を負うことになるところ、同条の規定する現

存利益については、当初納税義務者が受けた利益が形を変えて残っている場

合には、その利益の現存価値を社会通念に従って判断すべきこととなる。 

これを本件について見ると、前記認定のとおり、原告は、本件金員を本件

土地の購入代金の支払に充てて本件土地を取得しているから、原告が本件滞

納国税の第二次納税義務を負うことになる限度額は、本件金員の無償譲渡に

よる利益を、本件告知処分時における本件土地の現況による時価、すなわち、

通常の取引価額に換算した上で、判定するのが相当である。 

この点、処分行政庁は、別紙２及び３のとおり、本件告知処分時における

本件土地の現況による社会通念上の通常の取引価額を、公示価格に基づき算

定した上、原告の第二次納税義務の限度額を８１９万４３８６円と算出した

ことが認められ、その算出方法に誤りはないというべきである。 

（２）これに対し、原告は、国税徴収法３９条の「受けた利益が現に存する限度」

は、財産評価基本通達に定める路線価方式によって評価されるべきであり、

それによると、その額は７０８万４８０２円となるから、被告が用いる公示

価格を基礎として社会通念上の取引価額を計算するような方式は失当であり、

それに基づく本件告知処分は違法である旨主張する。 

しかしながら、同条に言う「受けた利益が現に存する限度」が、当該利益

の現実の価値を意味するものであることはその規定文言に照らして明らかで

あり、その利益が不動産である場合には、その不動産の客観的な交換価値で

ある通常の取引価額に従って算定すべきであるところ、原告が主張する財産
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評価基本通達に定める路線価は、納税者間の公平の維持や納税者及び租税行

政庁双方の便宜、徴税費の節減等の政策的観点から、当該不動産の客観的な

交換価値よりも低減された価格とされているものであることから、これによ

っては、対象とされる利益の客観的な交換価値を適正に算出することはでき

ないというべきである。 

したがって、原告の上記主張を採用することはできない。 

６ 取消し後の本件告知処分の適法性について 

以上によれば、原告は、国税徴収法３９条に基づき、本件滞納国税について、

８１９万４３８６円の限度で第二次納税義務を負うこととなるから、取消し後

の本件告知処分は、適法である。 

７ 差押処分の適法性について 

前記前提事実のとおり、処分行政庁は、原告が本件催告書を発した日から起

算して１０日を経過した平成２０年６月２０日までに本件告知処分に係る納付

額を完納しなかったため、本件差押処分を行ったものであり、取消し後の本件

差押処分は、国税徴収法４７条に基づく適法なものである。 

８ 結論 

以上の次第で、本件各処分はいずれも適法であり、原告の請求はいずれも理

由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。 
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